
議案質疑議案質疑
提出された議案について、議案の提出者（市長か議員）
に対して、議案の内容や提案の理由などについて疑問点
や不明な点を尋ねること

古賀　公彦
■�議案甲第40号　多久市乳児等
通園支援事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例について

Ｑ  �事業を実施する際の基準の詳細は。

Ａ  �職員配置は乳児 ３ 人につき １ 人以上うち半数以上
が保育士です。施設設備は保育室、遊戯室、便所
です。面積基準、必要な用具の備え、耐火建築物
など建築構造、運営・安全計画の策定、保護者と

の連携、苦情対応などです。

Ｑ  �基準を満たす施設の確認は。

Ａ  �手続書類を提出していただき、基準を満たしてい
るかどうかを確認します。また事業開始後も年 １
回指導監査で継続的に基準を満たしているか確認
します。

Ｑ  �利用可能時間の月１０時間を超えた場合は。

Ａ  �１０時間を超えて利用が必要な場合は、事前登録を
行い、一時預かり事業の利用ができます。

市丸　勝義
■�議案甲第40号　多久市乳児等
通園支援事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例について

Ｑ  �事業の詳細と現在の一時預かり保育との違いは。

Ａ  �生後 ６ か月から満 ３ 歳未満までの保育所に通って
いない家庭の子どもを対象に、保護者の就労の有
無を問わず、 １ か月に最大１０時間まで時間単位で
預かりを行う事業です。また一時預かり保育との
違いは、一時預かり事業は保護者の立場からの必
要性に対応することが目的となっており、乳児等
通園支援事業は子どもを中心に考え、全ての子ど
もの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整
備することを目的とした事業となっているところ
です。

Ｑ  �配置基準、運営基準は制度ごとに満たす必要があ
るのか。

Ａ  �乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事
業及び余裕活用型乳児等通園支援事業の ２ 種類の
実施方法があります。一般型は保育所などの利用
定員とは別に定員を設け、年齢および人数に応じ
て専任の保育従事者を配置する必要がありますが、
余裕活用型は保育所などの利用定員に余裕がある
場合に利用定員の範囲内で実施可能となります。

Ｑ  �この制度をどれくらいの園が活用予定か。

Ａ  �９ 月に保育所などに
実施に関する調査を
しておりますが、そ
の際には１３施設中 ９
施設が実施を検討さ
れている状況です。
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一般質問一覧表一般質問一覧表
多久の

気になる

課題

彌冨　博幸 議員
『自立する多久市のまちづくりとは』

田渕　　厚 議員
『市の道路・橋梁の管理について』

坂口　絹代 議員
『子育てしたくなるまちについて』

鷲﨑　義彦 議員
『多久市の農業について』

千北　政利 議員
『多久市における誘致企業の現状について』
『市有地・普通財産の状況について』

尾形　武史 議員
『市民が気軽に取り組める健康増進と
運動習慣への取り組みについて』

中島　慶子 議員
『地域公共交通の更なる充実支援を』

小川　三郎 議員
『空き家問題について』
『厳木多久有料道路について』
『ごみ収集について』
『公共施設について』
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